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亀山市教育委員会４月定例会会議録 

 

１．日 時  

令和８年４月２０日（月）午後１時３０分開会 

 

２．場 所 

亀山市役所本庁舎３階 大会議室  

 

３．出席委員 

教 育 長      中 原   博 

２番委員   宮 村 由 久 

３番委員   吉 岡 洋 子 

４番委員   大 平 雅 章 

 

４．欠席委員 

１番委員   若 林 喜美代 

 

５．議事参与者 

教育総務課長（以下総務課長という。）      渡 邉 尚 也 

学校教育課長（以下学校課長という。）      武 居 政 敏 

生涯学習課長（以下生涯課長という。）      池 口 昌 伸 

図書館長                    高 重 京 子 

学校教育課主幹兼学事教職員グループリーダー（以下学事ＧＬという）   岡 田 久仁夫 

教育推進課主幹兼支援推進グループリーダー（以下教支ＧＬという）   北 川 恵美子 

生涯学習課主幹（兼）社会教育・スポーツグループリーダー（以下生社ＧＬという。）    草 川 正 富 

教育総務課主幹（兼）総務・保健給食グループリーダー(書記）（以下総務ＧＬという。）  中 野 貴 晶 

教育総務課総務・保健給食グループ主任主事    岩 谷 千 夏 
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６．会議録署名者指名 

   ３番委員（ 吉 岡 洋 子 委員 ） 

   ４番委員（ 大 平 雅 章 委員 ） 

 

７．会議録の承認 

   第２回臨時会、３月定例会 

 

８．教育長報告 

教育長 （令和８年４月定例会教育長報告に基づき報告） 

 

９．議案  

教育長 

 

学校課長 

 

 

委員全員 

学校課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３０号「専決処分した事件の承認について」を上程し、

事務局の提案を求める。 

議案第３０号から議案第３７号につきましては、いずれも亀山

市学校運営協議会委員の委嘱に関する案件でございます。一括提

案させていただいてよろしいでしょうか。 

了承 

議案第３０号から第３７号の専決処分した事件の承認について、

一括提案させていただきます。専決処分した事件は、専決第１号

「亀山市学校運営協議会委員の委嘱について（亀山西小学校）」、

専決第２号「亀山市学校運営協議会委員の委嘱について（井田川小

学校）」、専決第３号「亀山市学校運営協議会委員の委嘱について

（川崎小学校）」、専決第４号「亀山市学校運営協議会委員の委嘱

について（野登小学校）」、専決第５号「亀山市学校運営協議会委

員の委嘱について（白川小学校）」、専決第６号「亀山市学校運営

協議会委員の委嘱について（神辺小学校）」、専決第７号「亀山市

学校運営協議会委員の委嘱について（（加太小学校）」、専決第８

号「亀山市学校運営協議会委員の委嘱について（中部小学校）」で

あります。亀山市教育委員会事務委任規則第３条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので同条第２項の規定に基づき、委

員会に報告し承認を求めるものです。 

（資料に基づき説明） 
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教育長 

 

学校課長 

 

 

委員全員 

学校課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

学校課長 

 

 

 

教育長 

 

学校課長 

 

 

 

 

 

（異議はなく、議案第３０号から３７号は承認される） 

 

議案第３８号「専決処分した事件の承認について」を上程し、

事務局の提案を求める。 

議案第３８号から議案第４３号につきましては、いずれも人事

異動に伴う亀山市学校運営協議会委員の委嘱に関する案件でござ

います。一括提案させていただいてよろしいでしょうか。 

了承 

議案第３８号から第４３号の専決処分した事件の承認について、

一括提案させていただきます。専決処分した事件は、専決第９号

「亀山市学校運営協議会委員の委嘱について（亀山東小学校）」、

専決第１０号「亀山市学校運営協議会委員の委嘱について（亀山

南小学校）」、専決第１１号「亀山市学校運営協議会委員の委嘱

について（昼生小学校）」、専決第１２号「亀山市学校運営協議

会委員の委嘱について（関小学校）」、専決第１３号「亀山市学

校運営協議会委員の委嘱について（亀山中小学校）」、専決第１

４号「亀山市学校運営協議会委員の委嘱について（関中学校）」

であります。亀山市教育委員会事務委任規則第３条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分したので同条第２項の規定に基づ

き、委員会に報告し承認を求めるものです。 

（資料に基づき説明） 

資料について、男女の別の記載は必要であるのか。 

様式が決まっている訳ではありませんが、委員の男女比の関係で

記載しています。 

（異議はなく、議案第３８号から４３号は承認される） 

 

議案第４４号「専決処分した事件の承認について」を上程し、

事務局の提案を求める。 

専決第１５号「亀山市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱及

び任命について」専決処分した事件の承認についてであります。亀

山市教育委員会事務委任規則第３条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので同条第２項の規定に基づき、委員会に報告

し承認を求めるものです。 

（資料に基づき説明） 



4 

 

 

教育長 

 

学校課長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

生涯課長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

生涯課長 

 

 

 

 

 

（異議はなく、議案第４４号は承認される） 

 

議案第４５号「専決処分した事件の承認について」を上程し、

事務局の提案を求める。 

専決第１６号「亀山市教育支援委員会委員の委嘱及び任命につ

いて」専決処分した事件の承認についてであります。亀山市教育委

員会事務委任規則第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処

分したので同条第２項の規定に基づき、委員会に報告し承認を求め

るものです。 

（資料に基づき説明） 

（異議はなく、議案第４５号は承認される） 

 

議案第４６号「専決処分した事件の承認について」を上程し、

事務局の提案を求める。 

専決第１７号「亀山市青少年育成指導委員の委嘱について」専決

処分した事件の承認についてであります。亀山市教育委員会事務委

任規則第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので

同条第２項の規定に基づき、委員会に報告し承認を求めるもので

す。 

（資料に基づき説明） 

（異議はなく、議案第４６号は承認される） 

 

議案第４７号「専決処分した事件の承認について」を上程し、

事務局の提案を求める。 

専決第１８号「スポーツ推進審議委員の任命について」専決処分

した事件の承認についてであります。亀山市教育委員会事務委任規

則第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条

第２項の規定に基づき、委員会に報告し承認を求めるものです。 

（資料に基づき説明） 

（異議はなく、議案第４７号は承認される） 

 

１０．報告事項  

教育長 

 

報告事項１「亀山市児童生徒結核対策委員会委員の委嘱につい

て」説明を求める。 
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教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

大平委員 

 

学校課長 

 

 

 

 

 

 

大平委員 

 

 

学校課長 

 

 

 

 

吉岡委員 

 

 

学校課長 

 

 

（総務課長詳細説明）  

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項２「亀山市準要保護児童生徒認定検討委員会委員の委

嘱に及び任命について」説明を求める。 

（総務課長詳細説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項３「市内小中学校における総勤務時間縮減の取組につ

いて」事務局から説明を求める。 

（学校課長詳細説明） 

中学校の８０時間を超えている６名について、どのような内容

であるのか教えていただきたい。 

個別案件になるため、一概にこれが全ての理由だということは

申し上げられませんが、中部中学校で８０時間を超える方につき

ましては、当該学年の生徒指導対応にかかる時間が多かったもの

です。また、関中学校については、昨年度と同様２人が８０時間

を越えましたが、その学校の職員数が少ないという中で、公務が

その月によって偏ったときに、１人当たりにかかる負担が大きく

なってしまい、同一の職員が８０時間を超えたというものです。 

小学校の方は４５時間から８０時間の職員が二桁である学校が

３校あるが、トータル的には昨年比でマイナスとなっている。こ

れは、おおよそ課題がクリアできたと判断できるものか。 

課題がすべてクリア出来ているわけではありませんが、一部の

教職員への時間外労働の偏りがある中で、引き続き個々の教職員

の負担軽減に取り組むとともに、月４５時間以上の勤務を減らす

ことを最優先として、学校ごとの体制見直しを図ることを本年度

の目標としています。 

資料を見ると、時間外時間の程度は把握できるが、一方で各学

校での時間外に関する目標値もあろうかと思う。その数値と比較

すると、どのような結果となっているのか。 

現在、各学校において新年度の新しい目標値を作成していただ

いているところですが、目標値をクリアできている学校が比較的

多いと認識しています。 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

本当にもう限界ではないかというぐらいの様々な取り組みをし

ていただいているが、生徒指導案件が１つか２つ起こるとこのよ

うな状況となってしまう。やはり４月当初の学級づくりや先生と

子どもとの信頼関係づくり、保護者との連携強化等、最初が本当

に重要だと感じている。関係づくりがうまくいかないと事後の対

応ばかりになってしまうため、時間外勤務が増えてしまう。この

ことは校長会等でも話をしている。こうした中で、関係性をうま

く築けない場合もあるので、教員が１人で今後も難しい部分は学

年でカバーし合えるように話している。それぞれ先生方の力量も

様々であるため、学校長中心に助け合い、しっかりと支援を行っ

ていきたい。 

（ほかに質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項４「生徒指導について」事務局から説明を求める。 

（学校課長詳細説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項５「亀山市学校教育ビジョン改定委員会委員の任命に

ついて」事務局から説明を求める。 

（学校課長詳細説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項６「亀山市青少年問題協議会委員に委嘱について」説

明を求める。 

（生涯課長詳細説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項７「亀山市青少年総合支援センター運営協議会委員の

委嘱及び任命について」説明を求める。 

（生涯課長詳細説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項８「亀山市生涯学習推進会議委員の委嘱及び任命につ

いて」説明を求める。 
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教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

（生涯課長詳細説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項９「亀山市放課後子どもプラン運営委員の委嘱につい

て」説明を求める。 

（生涯課長詳細説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項１０「かめやまキャンパス推進委員の委嘱及び任命に

ついて」説明を求める。 

（生涯課長詳細説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項１１「令和８年度教育委員会事務局使命・目標につい

て」説明を求める。 

（教育長詳細説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項１２「工事及び委託業者の発注状況について」説明を

求める。 

（担当課長詳細説明） 

（質問はなく、報告を終わる。） 

 

報告事項１３「教育委員会行事及び予定について」説明を求め

る。 

（総務課長、学校課長、生涯課長、図書館長詳細説明） 

（質問はなく、報告を終わる） 

 

報告事項１４「後援事業について」資料確認 

 

１１．その他 

総務課長 

 

学校課長 

三重県市町教育委員会連絡協議会総会の書面開催について 

教育委員会等研修会について 

学校訪問予定について 
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１２．閉会 

   午後２時４２分 

 

 

以上会議の顛末を記録し、下記のとおり署名する。 

 

教育長 

 

 

３番委員 

 

 

４番委員  


